
教員養成に係わる教育の質の向上に係わる取組に関すること 

■教職支援センター、教職指導室の設置 

 １．教職支援センター・教員就職支援室は教職課程専任教員が交代で常駐し、学生から 

の各種相談に対応している。また教員就職に関する相談にも応じている。 

 ２．教職指導室は、模擬授業対策、教職課程の履修指導、教員採用試験対策などの相談   

   に対応している。 

 ３．１と２とも専任教員の研究室の極近くに設置しているため常時相談等に応じる体制 

が出来ている。 

■多様な学習機会の提供のための出版物の刊行 

・各年度『省察集』の作成と刊行。 

・各年度『検証・教育実習』の作成と刊行。 

■各種ガイダンス・対策講座の実施 

 ・各年度の『教職課程履修の手引き』を作成し、それに基づいて教職課程の専任教員が 

  各学年に応じたガイダンスを実施している。 

 ・本学の資格講座「資格の杜」に位置づけ、教員採用試験対策講座を実施している。また

商業科教員に必要な資格取得講座も必要に応じて実施している。 

 ・卒業生の現職教員による授業公開や講演会を実施している。私学教員を目指す者には私

学協会からの講演も開催している。 

■教育実習事前・事後指導 

・教育実習前に附属高校教員による教育実習指導を行う。 

・介護等体験事前指導には講師として県教育委員会より特別支援教員（指導主事）、社会

福祉協議会、県老人福祉施設協議会、高崎市社会福祉協議会より講師を招聘し、講義を

実施している。 

・年度末に模擬授業合宿を行っている。 

■多様な学習機会の提供 

・教育実習体験報告会の実施。 

・介護等体験報告会の実施。 

・教職総合演習発表会の実施。 

・教職課程新入生歓迎会の実施。 

・４年生を送る会の実施。 

■卒業後の教職志望者への支援 

就職情報、教員採用試験情報を提供していると同時に採用試験講座への参加を許して

いる。 

■現職教員への支援 

常に教育上の悩み相談に応じる体制を整えている。 

 

■教職課程担当教員の研鑽 

教職課程担当教員の授業を相互に見学して意見交換を行っている。 


